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表紙のことば

　尾上基幹グリーンセンターは２月５日、平川市高木

の下山博さんの園地で女性のための剪定会を開き、女

性農業者18人が参加した。同剪定会は今年で４回目

となる。

　尾上地区管内の長内秀樹さんを講師に迎え、基礎知

識と実技を学んだ。長内さんは剪定の順序やポイント、

枝の性質や養分の流れについて説明した。参加者は、

わからないことは質問し、メモを取りながら熱心に学

んだ。

　参加者は「女性を対象とした剪定会が開かれるのは

とてもありがたい。学んだことを今後の剪定作業の参

考にしたい」「わかりやすくてとても勉強になった。

剪定会だけではなく、女性を対象とした講習会があれ

ば参加したい」と話した。終了後に行われた懇談会で

は、資料を読みながら剪定会の内容を振り返った。

自動車税・自動車取得税の減免制度のお知らせ

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方また

はその方と生計を一つにする方が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自

動車を利用している場合で、その障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申

請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

　詳しくは中南地域県民局県税部までお問い合わせください。

※軽自動車税については、市町村の税務担当課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】　中南地域県民局県税部　納税管理課　電話　０１７２−３２−４３４１（直通）


